
〈 別表２ 〉 予算及び決算審査特別委員会質疑方法等

※委員構成の議員全員からは、議長を除く。決算審査特別委員会は、監査委員も除く。

※決算審査特別委員会の会議日数は、書類審査日１日を含む。

※質疑項目書提出期限については、休日を除いて数える。また決算審査特別委員会の委員会開催

日とは、書類審査後に開かれる委員会を指す。

※第１定（改選期を含む。）及び改選期第２定における一般会計及び特別会計予算審査特別委員

会並びに一般会計及び特別会計決算審査特別委員会における委員長報告については、質疑内容

を省略し、討論が行われた場合はその要旨。また、委員会における会議結果の報告を行う。
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